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（次のページに続く）

伊丹市・大森クリニック　医師　大森　英夫

　支部は１月 31 日に新春学習会を宝塚市内で開催。花くま法律事務所の弁護士・與語信也

先生を講師に ｢日常診療・医院経営で知っておきたい法律知識 ｣をテーマに講演し、会員の

医師・歯科医師 11 名が参加した。参加した大森英夫先生の感想文を掲載する。

講師の與語先生 ( 左上 ) が、トラブル防止と解決法のポイントを解説

　令和８年１月 31 日 ( 土 )、新春政策学習会が、「がんこ宝塚苑」で開催されました。

　『日常診療・医療経営で知っておきたい法律知識－よくある相談事例からー』をテー

マにして、與語信也弁護士を講師に講演と討議が行なわれました。

　まず、與語弁護士により、「応召義務とクレーム対応」「インターネット上の誹謗中

北阪神支部　新春学習会　感想文

日常診療・医院経営で知っておきたい法律知識

兵庫県保険医協会 2026 年度　診療報酬改定研究会
　今年６月に診療報酬改定が実施されます。兵庫県保険医協会では、オリジナルテキス

トをもとに改定内容のポイントを迅速かつ正確に解説。改定内容に関する電話相談や

FAX ニュースでの再診所法の提供も行っております。

　下記日程にて 2026 年度診療報酬改定研究会を開催予定です。ぜひご参加ください。

［医科新点数研究会］

［歯科新点数研究会］
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☆北阪神支部ニュースへの投稿を募集しています

支部ニュースへの投稿を募集しています。

日常診療にかかわることや、主張、趣味のお話などお寄せください。

TEL 078-393-1805 ／ FAX 078-393-1802　e-mail　akane@doc-net.or.jp　担当：大野まで

健康情報テレホンサービス

通話料無料　固定電話は（0120）979-451

★ 24 時間いつでも３分間程度の開業医の手作りの健康・医療情報を放送していま

す。

★インターネットでもご覧いただけます ｡ 過去の放送分もキーワード検索できます。

URL は、http://www.hhk.jp/　左下のバナー「健康情報テレホンサービス」をク

リック。

【３月のテーマ】 　
月曜日　夜尿症
火曜日　高齢者の低栄養について
水曜日　女性の外陰部のかゆみと治療
木曜日　後鼻漏
金土日　狭心症と心筋梗塞

★祝日は直前の放送日のテーマを放送します。
★都合により、テーマの一部が変更となる場合もあります。
★患者さんに配布していただける放送テーマのミニチラシ（A6 サイズ）を作成しています。
　送付ご希望の医療機関は事務局☎ 078-393-1840 まで。

　　　　　　078-393-1824
078-393-1825

携帯電話は　

幹事会だより

第 457 回　１月 31 日 ( 土 )　参加６人

◆北阪神支部の会員数と組織率
　１/31 現在　医科 381 人（77％）、歯科 217 人（67％）

◆情勢と医療運動対策
　今後の学習会企画や文化企画について検討した。情勢議論では、診療報酬改定に関して

ベースアップ評価料や、賃上げ支援や物価高騰対策は補助金ではなく、基本診療料を上げ

ないと経営は苦しいままとの意見が交わされた。

◆当面の支部活動
　４月４日（土）15 時～ 2026 年度診療報酬改定研究会を伊丹市立産業振興センター６階
マルチメディアホール（伊丹市）で開催予定。
◆次回幹事会
　２月 28 日（土）16 時 30 分～「兵庫県保険医協会　応接室」にて開催予定
　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせは℡ 078-393-1805 小川・大野まで　

傷への対応」「未払い治療費等の回収」

「医療機関におけるハラスメント対策

義務」等について具体的に解説があり、

その後、参加者からの質疑に十分な時

間を取って頂きました。講師から「診

療拒否が出来る正当な事由」「クレー

ムによっては警察に通報すべき状況と

裁判事例」「投稿が表示されたウェブ

ページを印刷して残しておく事が大切

で、2025 年 4 月 1 日施行の『情報流

通プラットホーム対処法 ( 情プラ法 )』」

と「ウェブページ削除請求を棄却された裁判７例」「パワハラ、カスハラ、セクハラ、

マタニティハラスメントへの対策義務と裁判４例」等について講演があり、その後、参

加者から熱の籠った生々しい発言がありました。

　お陰様で、中途半端なまま事態を放置しないことが、肝要であると思いました。

（前のページより）

　　　参加者からの質問に答える與語弁護士
　　　　　　　　( 左から２番目 )

2026 年度　新点数改定研究会のお知らせ

　北阪神支部では下記の日程で 2026 年度診療報酬改定研究会を予定しております。

ご予定ください。

　( 兵庫県保険医協会全体の日程は４面に掲載しております )

　＜医科＞

　日時　４月４日 ( 土 )15 時～

　会場　伊丹市立産業振興センター６階  マルチメディアホール

　＜歯科＞

　日時　４月 23 日 ( 木 )18 時 30 分～

　会場　伊丹市立産業振興センター４階　会議・研修室 A


